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銀行 
三菱東京ＵＦＪ、みずほ、三井住友、りそな、横浜、第四、八十二、北陸、 

北國、静岡、清水、大垣共立、十六、三重、百五、滋賀、京都、近畿大阪、 

山口、百十四、伊予、愛知、名古屋、中京、第三、関西アーバン 

信用金庫 
愛知、豊橋、岡崎、いちい、瀬戸、半田、知多、豊川、豊田、碧海、 

西尾、蒲郡、尾西、中日、東春、岐阜、大垣西濃、東濃、桑名 
信用組合 豊橋商工、愛知県中央 
政府系 商工組合中央金庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「活性化モデル商店街」の指定は、次の HP で確認できます！ 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000076968.html 

 

申込受付機関 

（平成 29 年３月作成）

「活性化モデル商店街」の指定を受

けていることの証明は、「証明申請

書（様式第 12）」が必要です。 

↓ 

様式は次の HP からダウンロード

してください。 

http://www.pref.aichi.jp/shogy

o/12youshiki.pdf 

 

 

「活性化モデル商店街」の指定は、

次の HP で確認できます！ 

http://www.pref.aichi.jp/soshik

i/shogyo/0000076968.html 

 

 

愛知県の制度融資については、次の

ＨＰをご覧ください。 

http://www.pref.aichi.jp/soshik

i/kinyu/yushi.html 

≪≪ 是非お問い合わせください！ ≫≫ 

パワーアップ資金【商店街】については・・・ 
→ 愛知県 産業労働部商業流通課 商業指導グループ    ☎052－954－6336 

→ ［信用保証について］愛知県信用保証協会 総合相談窓口 ☎0120－454－754 

活性化モデル商店街については・・・ 
→ 愛知県 産業労働部商業流通課 街づくりグループ    ☎052－954－633８ 


